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性
質
上
能
率
的
な
経
営
を
行
っ
て
も
な

お
そ
の
事
業
の
経
営
に
伴
う
収
入
の
み

を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
客
観
的
に
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
経
費
に
限
ら

れ
て
い
て
、
病
院
経
営
に
つ
い
て
は
、

原
則
的
に
診
療
報
酬
で
運
営
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

病
院
統
合
再
編
に
関
す
る
皆
さ
ん
の

意
見
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
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統
合
再
編
に
つ
い
て
の
出
前
講
座
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
開
催
希
望
日
の
２

週
間
前
ま
で
に
、
直
接
ま
た
は
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
左
記
に
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。
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85
条
に
規
定
す
る
公
営
企
業
型
地
方
独

立
行
政
法
人
の
事
業
の
経
費
と
し
て
設

立
団
体
が
財
政
負
担
を
す
る
必
要
が
あ

り
、
次
の
と
お
り
山
形
県
と
酒
田
市
が

負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
法
律
の
規
定
で
設
立
団

体
が
負
担
す
る
経
費
は
、
①
性
質
上
、

当
該
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人

の
事
業
経
営
に
伴
う
収
入
を
も
っ
て
充

て
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
経
費 

②
当

該
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
の

の
施
設
整
備
。
３
階
と
４
階
に
60
床
ず

つ
の
病
棟
を
整
備
（
合
計
１
２
０
床
）

す
る

③
さ
ら
に
北
側
の
２
階
に
は
手
術
室
を

５
室
増
設
し
、
現
在
の
手
術
室
と
合
わ

せ
て
12
室
の
手
術
室
を
整
備
、
そ
の
３

階
に
は
周
産
期
施
設
の
整
備
を
図
る

な
ど
の
施
設
配
置
の
概
要
が
検
討
さ
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、
１
月
８
日
に
開
催
さ
れ
た
第

３
回
法
人
設
立
準
備
会
で
も
施
設
部
会

で
検
討
さ
れ
た
配
置
計
画
案
に
つ
い
て

基
本
的
に
了
承
さ
れ
、
今
後
は
、
年
度

末
に
向
け
て
設
計
業
者
と
具
体
的
な
配

置
計
画
、
設
備
計
画
を
詰
め
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

平
成
20
年
度
中
に
は
、
施
設
整
備
に

関
す
る
実
施
設
計
が
計
画
さ
れ
て
い
て
、

平
成
23
年
３
月
ま
で
に
日
本
海
総
合
病

院
の
施
設
整
備
を
完
成
さ
せ
る
予
定
で

す
。

　

新
法
人
の
「
地
方
独
立
行
政
法
人
山

形
県
・
酒
田
市
病
院
機
構
」
に
対
す
る

運
営
費
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第

　

酒
田
市
と
山
形
県
の
そ
れ
ぞ
れ
の
12

月
定
例
議
会
で
職
員
の
法
人
引
き
継
ぎ

に
関
す
る
条
例
、承
継
財
産
の
議
決
が
行

わ
れ
ま
し
た
。こ
れ
に
昨
年
９
月
の
両
議

会
で
議
決
さ
れ
た
法
人
の
定
款
と
併
せ
、

１
月
中
に
総
務
大
臣
に
対
し
て「
地
方
独

立
行
政
法
人
山
形
県
・
酒
田
市
病
院
機

構
」の
設
立
認
可
申
請
を
行
い
ま
す
。

　

３
月
中
の
認
可
を
予
定
し
て
い
て
、

４
月
１
日
に
新
法
人
が
正
式
に
発
足
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

昨
年
12
月
26
日
に
施
設
部
会
が
開
催

さ
れ
、
基
本
設
計
業
者
か
ら
増
築
建
物

の
お
お
ま
か
な
配
置
計
画
案
が
提
案
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
案
で
は
、
現
在
の
日
本
海

病
院
の
西
側
に
増
築
棟
が
配
置
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、

①
現
在
の
外
来
棟
の
西
側
に
１
棟
の
外

来
棟
（
14

室
程
度
の
診
察
室
の
増
設
）

を
増
築
す
る

②
新
し
い
外
来
棟
の
北
側
の
１
階
に
は
、

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
を
整
備
す
る
と
と

も
に
放
射
線
関
係
の
施
設
整
備
を
図
る
。

そ
の
２
階
に
は
内
視
鏡
室
、
検
査
関
係

病
院
統
合
再
編

総
務
大
臣
に
法
人
の
認
可
申
請
へ

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
企
画
調
整
課
企
画
調
整
係
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基
本
設
計
配
置
計
画
案
を
検
討

新
法
人
運
営
等
に
関
す
る
県
、

市
の
費
用
負
担
に
つ
い
て

第１期中期目標期間（平成20年度～23年度）

法人移行前の
企業債元利償還
債務

山形県 県立日本海病院分

酒田市 市立酒田病院分

統合再編に伴う
施設の整備

山形県
日本海総合病院の増改築分（三次救急
機能整備分）

酒田市
日本海総合病院の増改築分（酒田病院
改築分）・酒田医療センターの改修分

政策医療等の実
施、医療器械の
整備

山形県 ５.７／10 （普通交付税の算定基礎と
なる病床数（528床：400床）
で案分）酒田市 ４.３／10

引
き
続
き
ご
意
見
を
募
集
し
て
い
ま
す

出
前
講
座
を
開
催
し
て
い
ま
す


